
神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会の設置に関する要領（抄） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会規則に基づき

設置された神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会の設置及び運営に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 神奈川県ボランタリー活動推進基金幹事会（以下「幹事会」という。）

は、附属機関の設置に関する条例に基づき設置された神奈川県ボランタリー

活動推進基金審査会（以下「審査会」という。）が、かながわボランタリー

活動推進基金 21条例(以下「条例」という。)第７条に規定する事業等の実

施に関し、調査審議が円滑かつ効率的に推進できるよう、次に掲げる事項を

所掌する。 

（１） 事業実施方針等について事前の検討を行う。 

（２） 審査会が対象事業等を選考するにあたり、必要に応じて応募案件につ

いて事前調査を行う。 

（３） 審査会が事業実施結果等を検証するにあたり、必要に応じて事前の検

討を行う。 

 

（幹事） 

第３条 幹事会は、ボランタリー活動に関して的確な判断力を有する者のうち

から審査会が選定する。 

２ 幹事の任期は２年とする。 

３ 幹事は、再任されることができる。 

 

（幹事長） 

第４条 幹事会に幹事長１人を置き、幹事長は審査会の委員をもってあてる。 

２ 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

３ 幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事のうちから審査

会会長があらかじめ指名する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 
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